
平 成 31 年 度
【保育所・保育園・認定こども園】園児募集

施　　設　　名 施 設 区 分 連絡先

第 一 保 育 所　（定員70名） 保 　 育 　所 267 ― 2671

恵 泉 保 育 園　（定員95名） 認定こども園 267 ― 2461

ひじり保育園　（定員95名） 認定こども園 267 ― 4423

大洗かもめ保育園　（定員120名） 認定こども園 267 ― 2367

保育所・認定こども園（保育所部分）の入所基準（ 0 ～ 5 才）
①保護者が働いている
②保護者が妊娠、出産、病気および心身に障害を持っ

ている
③保護者が常時病人の介護をしている
＊認定こども園（幼稚園部分）は 3 ～ 5 才児が対象

で、保護者の就労等がなくても利用可能です。
＊あらかじめ各園の入園状況をご確認の上お申し込み

ください。
募集期間　11月12日（月）～11月22日（木）8 : 30～17 : 15

※11月21日（水）・11月22日（木）は18 : 30
まで窓口延長を行います。

申込方法　申込書に必要事項を記入し、こども課に提出
してください。
申込書と案内書は、こども課・各園に備えて
あります。
＊保育料は、世帯の所得や児童の年齢等によ

り異なります。また、諸経費は施設により
異なります。

受付／問合せ　こども課 子育て支援係（内線 163）

全国瞬時警報システム（Ｊアラート）の
全国一斉情報伝達試験について

　国（内閣官房・消防庁）による全国瞬時警報システム（Ｊ

アラート）の全国一斉情報伝達試験を、11 月 21 日（水）

午前 11 時から行います。

　これにより、町内一斉に防災行政無線および戸別受信

機から試験放送が流れますので、ご迷惑をおかけします

が、ご理解ご協力をお願いいたします。

　全国瞬時警報システムとは、弾道ミサイル情報、津波

情報、緊急地震速報等、対処に時間的余裕のない事態に

関する情報を、人工衛星を用いて国（内閣官房・気象庁

から消防庁を経由）から送信します。受信した町の防災

行政無線が自動起動することにより、国から緊急情報を

町民に瞬時に伝達するシステムです。

問 合 せ　生活環境課（内線 241・246）

11 月は「過重労働解消キャンペーン」期間です
はたらき過ぎは危険信号、あなたも職場も

　長時間の労働は、健康障害のリスクも高まり、ひいて
は過労死にも繋がる危険があります。この機会に職場環
境を見直してみませんか。

※詳しくは、茨城労働局ホームページの「過重労働解  
    消キャンペーン」で検索できます。
※【参加費無料】11 月 25 日（日）13 : 30 ～ 15 : 30
　つくば国際会議場で「過労死等防止対策推進シンポ
　ジウム」が開催されます。（参加申し込みなど詳細は、
　茨城労働局ホームページの「過労死等防止対策推進
　シンポジウム」で検索できます。）

問 合 せ　茨城労働局 監督課　☎ 224 ― 6214

日本ボイラ協会茨城支部からのお知らせ
■「第 4 回ボイラー取扱技能講習」開催（小規模ボイラー取扱資格取得講習）

期　　日　11月23日（金・祝） 9 : 00～17 : 00
　　　　　11月24日（土） 9 : 00～18 : 05
受 講 料 　11,880円　※テキスト代別

■「第 7 回ボイラー実技講習」開催

期       日　学科 : 12月7日（金）～12月8日（土）
                            9 : 00～17 : 00
　　　　　実技（缶前）: 12月9日（日） 9 : 00～17 : 00
受 講 料 　18,360円　※テキスト代別

＜各講習共通＞
会　　場　茨城県JA会館　本館 1 階（水戸市梅香1―1―4）

申込期間　11月12日（月）～11月16日（金）

                   9 : 30～16 : 30

問 合 せ　（一社）日本ボイラ協会茨城支部　☎ 225―6185

行 政 書 士 無 料 相 談 会
　茨城県内の行政書士が面談により、遺言、相続、各種
許認可等の行政手続き相談など、暮らしと役所の諸手
続きに関する相談に直接お答えします。
次回の面談による無料相談会
日       時　11月20日（火）13 : 00～16 : 00
開催場所　大洗町役場 1 階ロビー

問 合 せ　茨城県行政書士会事務局 水戸支部　☎ 251―3101

児 童 虐 待 防 止 推 進 月 間

◎児童虐待とは

　親（または親に代わる保護者）が子どもの身体や心

を傷つける行為です。児童虐待は、子どもの心身の成

長と人格形成に重大な影響を与えますので、早期に発

見し、対応することが必要です。

◎虐待の区別

①身体的虐待

　　殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけ

どを負わせる、溺れさせるなど、児童の身体に外傷

が生じるような暴行を加えることなど。

②ネグレクト（育児の放棄）

　　家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔に

する、病気やけがをしても病院に受診させない、同

居人による暴力を放置するなど、保護者が看護を怠

ることなど。

③心理的虐待

　　言葉による脅し、無視、兄弟間の差別的扱い、子

供の前でDV行為を行うなど、児童の心に不安や恐

怖を与えることなど。

④性的虐待

　　性的ないたずら、性行為の強要など、児童にわい

せつな行為をする（させる）ことなど。

◎虐待かな、と思ったら…

　　迷わず役場などの関係機関に連絡（通告）してくだ

さい。連絡（通告）した方の秘密は守られます。

●大洗町役場こども課 子育て支援係　（内線 161）

●大洗町役場健康増進課 健康増進係　☎ 266 ― 1010

●茨城県中央児童相談所　☎ 221 ― 4150

●いばらき虐待ホットライン（24時間受付）　☎ 0293 ― 22 ― 0293

◎子育てに関する不安や悩みがあったら…

　子育ては思うようにいかないことが多いものです。

不安や悩みがあったら、独りで抱え込まずに、お気軽

にご相談ください。

問 合 せ　こども課 子育て支援係（内線 161）

夕暮れ時から夜間にかけての交通事故を防ぎましょう。外出時は明るい服装を！
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